
平成19年９月橋本市議会定例会会議録（第３号）の４ 

平成19年９月11日（火） 

                                           

○議長（中上良隆君）順番９、２番 阪本君。 

〔２番（阪本久代君）登壇〕 

○２番（阪本久代君）通告に従いまして、一

般質問を行います。 

 今回は、二つの項目についてです。まず最

初にコミュニティバスの充実後について行い

ます。コミュニティバスの運行が始まって旧

橋本市では１年７カ月、旧高野口町では10カ

月がたちました。この間の実績と今後の課題

について質問をします。 

 １番目にコミュニティバスは、主に市民病

院や市役所に行くのに利用されていると思い

ますが、公民館や駅なども含めて利用の多い

ところはどこですか。また乗車数の推移はど

うですか。 

 ２番目に、今後の課題や計画についてどう

お考えですか。 

 ３番目に、コミュニティバスを利用されて

いる方から、便利になったと喜びの声ととも

に時間がかかり過ぎる。病院の予約時間に間

に合わない。お見舞いに行こうと思ったら休

みだった。運行していない地域の方からは、

走らせてほしい。不公平だという声が寄せら

れています。土曜日、日曜日の運行、現在運

行されていない地域でのルートの追加、各ル

ートの便数の増加を求めます。 

 ２項目めは、幼保一元化５カ年計画につい

てです。 

 まず第１に、幼保一元化５カ年計画では、

統廃合、幼保一元化、公設民営という三つの

初めてを同時に進めるとなっています。現在

通園している子どもたちにとって、人数が多

くなる、初めての先生ばかりになる、お昼過

ぎに帰る子どもたちがいるなど、環境の変化

に戸惑うことが予想されます。統廃合、幼保

一元化、公設民営という三つの初めてを同時

に進めることが子どもたちに与える影響をど

うお考えですか。 

 ２番目に、幼保一元化５カ年計画では、幼

保一元化と官から民への二本柱を政策の基本

として位置づけられています。幼保一元化に

よって幼稚園児と保育園児が同一施設で幼児

教育・保育を受けることになります。帰宅時

間の違い、夏休みなど長期休暇の違いによっ

て、一人ひとりの子どもにとって保育内容に

大きな差が生じる危険性があります。保育計

画や保育内容の検討を行った上で、認定こど

も園を選択されたのですか。 

 ３番目に、認定こども園は昨年法制化され、

今年の４月から実施されたばかりです。保育

所型は全国で13カ所しかありません。指定管

理者を全国公募するということですが、どう

いう基準で選定するのですか。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 総務部長。 

〔総務部長（中山哲次君）登壇〕 

○総務部長（中山哲次君）それでは、まずコ

ミュニティバスの充実についてご答弁をさせ

ていただきます。 

 議員ご承知のとおりコミュニティバスは交

通空白地域や、不便地域の解消と、公共施設

等の利用促進や市民の利便性向上を図るとい

うことを目的とし、また高齢者等の外出促進

や住民福祉の向上につながるものと考えてお

ります。平成18年２月１日から現在の東ルー

トと中ルート、また、平成18年11月１日から

は西ルートの運行を実施し、市民の皆さまに

ご利用していただいているところでございま
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す。 

 利用状況につきましては、平成18年２月か

ら平成19年７月末までの利用者数は延べ１万

4,387人となり、運行開始当初は１便当たり平

均3.3人の乗車数でしたが、平成19年４月以降

では１便平均4.5人の乗車数となり、利用者数

が増加しております。 

 また、乗降の多いバス停につきましては、

市役所や市民病院となっています。 

 今後の課題や計画につきましては、市民の

皆さまからのご意見や今後の利用状況を参考

に、現行ルートの検証を行い、利便性を高め

利用者の増加を図っていきたいと考えており

ます。 

 次に、休日の運行や運行をしていない地域

へのルートの追加や現行ルートの増便につき

ましては、本市の財政上、実施が非常に困難

な状況であります。また、市内の公共交通体

系や道路網の整備、また今後の財政状況等を

勘案しながら、将来、判断をしてまいりたい

と考えておりますので、ご理解のほどよろし

くお願いいたします。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（上田敬二君）登壇〕 

○健康福祉部長（上田敬二君）幼保一元化５

カ年計画についての質問にお答えいたします。 

 １点目の統廃合、幼保一元化、公設民営の

三つを同時に進めることで、子どもに与える

影響についでありますが、子どもは保護者や

保育士から言葉や態度を通してさまざまな情

報を感じ取り、自分自身の中に取り込んでい

きます。特に、公立園から民間法人に移行す

る場合の引き継ぎ時点において、子どもと接

する保護者や保育士が不安を感じた場合、そ

のことによる子どもへの影響も考えられます。

移行時の引き継ぎ保育につきましては、保護

者の皆さまと十分に話し合いを持ち、子ども

にできるだけ不安を与えないように引き継ぎ

をしてまいりたいと考えております。 

 次に、十分な検討を行った上で、認定こど

も園を選択したのかとのおただしですが、幼

保一元化の取り組みについては、３番議員に

ご答弁させていただいたとおり、平成９年２

月策定の「幼児教育振興計画」の中で、「将来

的には幼保一元化の実現に向けて取り組みを

考えていく必要がある」と提言されています。

また、平成11年３月策定の橋本市行政改革実

施計画では、「教育・保育の内容のほとんど変

わらない幼稚園・保育所の一元化に向け、国、

県に働きかけ、積極的に取り組む」と位置づ

け、その方針のもと取り組んだ結果として、

平成17年４月に構造改革特区による幼保一元

化施設ムーミン谷こども園の開設にこぎつけ

ております。 

 また、平成18年11月策定の橋本市集中改革

プランでも幼保一元化の推進に取り組むこと

が明記されており、プランの実現に向けて取

り組んでいくところであります。また、市議

会においても平成12年から議論がなされ、今

日に至っているところであります。 

 阪本議員はなかなか進んでいないような認

識をされていますが、一つの理由として文部

科学省と厚生労働省の制度や組織の壁が厳然

としてあり、事業主体の市町村では多くの課

題を解決するための調整が必要となっていま

す。しかし、行政の流れとしては、幼保一元

化へ進んできているとの認識を持っておりま

す。 

 昨年６月に施行された認定こども園法もそ

の流れの一つであり、今後さらに全国的に増

えていくものと考えております。 

 参考ですが、文部科学省幼保連携推進室が

取りまとめた平成19年４月１日現在の認定件

数と今後の申請見込み件数を申し上げますと、

認定件数は94件、平成19年度中の申請見込み

件数は542件、平成20年度以降の申請見込み件
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数は1,460件となっております。 

 次に、短時間児と長時間児が同一施設で教

育・保育を受けることになると、帰宅時間の

違いや夏休み等、長期休暇の違いにより、一

人ひとりの子どもにとって保育内容に大きな

差が生じる危険性があり、支障は来さないか。

また、保育計画や保育内容の検討を行った上

で、認定こども園を選択されたのかとのおた

だしについてですが、こども園には保育に欠

ける子どもと欠けない子どもが混在します。

このことから園児が施設で過ごす時間の差が

生じるのは当然のことです。本来、子どもの

保育は家庭や地域、行政が力を合わせていく

のが理想ですが、長時間児については児童福

祉法において保育に欠けると認める児童につ

いては、保護者から申し込みがあったときは、

保育所で保育しなければならないと定められ、

市町村にその責務が課せられています。 

 これまで幼稚園、保育所では、子どもたち

の意思とは関係なく、保護者の就労状況の有

無で同じ地域、同じ年代の子どもでありなが

ら、別々の施設で保育、教育を受けておりま

す。この状態は決して好ましいことではなく、

長く解消策についての議論がなされてきまし

た。その結果、幼稚園児、保育園児の合同活

動を基本とする幼保一元化の試みがなされ、

あわせて同じ地域の小学校に就学する児童を

就学前からの仲間づくりや親の交流、小学校

との連携も密にできることから幼保一元化を

今後、進めていこうと計画したものです。長

時間児と短時間児の退園時間の相違や、長期

休暇の有無などについては、それぞれが意味

を持って実施されることなので、受け入れら

れるものと思っております。 

 保育内容についても、保育所保育指針、幼

稚園教育要領とも表現の違いはありますが、

内容について差がないことは、保育所、幼稚

園現場において認識しているところでありま

す。また、運営を民間に委託いたしますが、

年齢に合った保育・教育をしっかり見据えて、

一人ひとりを大事にするこども園でありたい

と考えております。 

 次に、指定管理者の選定基準についてのお

ただしでありますが、指定管理者の選定基準

につきましては、橋本市公の施設の指定管理

者の指定の手続に関する条例、第４条各号の

規定を基本に選定を考えておりますが、今回

はプロポーザル企画提案方式を採用したいと

考えております。選定基準とあわせて企画立

案の内容も含めて総合的な評価を行い、法人

を決定してまいりたいと考えております。ご

理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君、再質問

はありますか。 

 この際、２番 阪本君の再質問は、午後引

き続いて行うこととし、午後１時まで休憩と

します。 

（午前11時56分 休憩） 

                     

（午後１時00分 再開） 

○議長（中上良隆君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 当局から発言の申し出がありますので、こ

れを許します。 

 幼保一元化担当参事。 

○幼保一元化担当参事（前田彦尚君）先ほど

の富岡議員の答弁の中で、住民の皆さまの意

見を聞いて計画の中に反映するとの内容の中

で、保育料につきましても見直しの中に含ん

でいるとの答弁をさせていただきました。保

育料につきましては、今議会でこども園条例

を提案させていただいておりますので、見直

しの中には保育料は含んでございませんので、

訂正させていただきます。 

○議長（中上良隆君）ご了承願いします。 

 健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（上田敬二君）私のほうから

も答弁を訂正させていただきます。 

 阪本議員の答弁で、「昨年６月に施行された

認定こども園法」というように答弁させてい

ただきましたけれども、「昨年10月に施行され

た認定こども園法」ですので、訂正しておわ

び申し上げます。 

○議長（中上良隆君）ご了承願います。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 ２番 阪本君、再質問。 

○２番（阪本久代君）コミュニティバスの充

実後をのほうから再質問を行います。 

 最初、コミュニティバスが導入されたとき

から比べると、利用者が増えてきているとい

うことで、やっぱりこのコミュニティバスが

定着してきたということだと思います。ただ、

やっぱり一番利用が多いのは市民病院とか市

役所ということなんですけれども、私が聞い

た範囲では御幸辻駅の近くであるとか、高野

口駅の近くでおりて、駅を利用されている方

もあるというふうに聞いています。それとか、

市役所に来て、松源で買い物をして帰ってい

くという例だとか、いろいろな形でこのコミ

ュニティバスが市民の生活の中に定着してき

ているというふうに思うんです。 

 ただ、いろいろ要望は出したんですけれど

も、現在の状態では実施が困難であるという

ふうな答弁だったんですけれども、土曜、日

曜の運行についていろいろ調べてみましたら、

近隣の河内長野市、大阪狭山市、紀の川市、

かつらぎ町のコミュニティバスの運行を調べ

てみたんですけれども、一部紀の川市で日曜

日はお休みというコースもあったんですけれ

ども、ほかのところはすべて土曜日、日曜日

も含めて毎日運行されています。それに比べ

てといいますか、橋本市のほうでは、最初、

市民病院循環バスということで始められたと

いうこともあると思うんですけれども、土曜、

日曜の運行がなくて、市民病院にしても、土

曜日、日曜日にお見舞いに行くだとか、家族

の付き添いに行くだとか、利用したいと考え

ておられる方はたくさんあると思うんです。

また、公共施設の公民館とか今のところはあ

まり利用はないかもしれないけれども、この

公民館とかで言えば、土曜、日曜にいろいろ

な催し物をされていると思うんですけれども、

現在ない土曜日、日曜日の運行というものを

強く求めたいと思うんです。土曜、日曜の運

行について、再検討をお願いしたいんですけ

れども、いかがですか。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）まず、今現在、南

海りんかんバスのほうとも、土曜日、日曜日

を運行した場合の経費ということでも協議を

してまいったわけでございますけれども、土

日の運行になりますと、まず経費的には約

1,000万円ほどの増加が見込まれてまいりま

す。 

 現在、また別の理由といたしましては、現

在、東・中・西コースを２台の車で運行いた

しております。この車の法定点検なり車検等、

通常の整備につきましては、土曜日、日曜日

にバス会社のほうで点検整備等を行っていた

だいております関係上、今現在の２台バスで

の土日運行というのは、物理的に不可能だと

いうことになってきてございます。 

 それから、市民病院のお見舞いの客という

ことなんですけれども、特に土日なんかです

と、法定点検、車検を行っております関係上、

土日の運行につきましては、現在のところ非

常に厳しい状況でございます。市民病院につ

きましては、民間の鉄道なりバスをご利用し

ていただきたいというふうに考えております

ので、現時点ではご答弁させていただきまし

たように、将来的な判断とさせていただきた

いと思いますので、よろしくお願いしたいと
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思います。  今現在、確かに担当課のほうにも地域の

方々からいろいろ議員ご指摘のような要望も

届いておるというのも現実にはございます。

ただ、この分につきましては、当初導入する

段階では、コミュニティバス検討委員会を再

三開かせていただきまして、住民の方の代表

のご意見もちょうだいした中で、概ね一番市

民の利用のしやすいコースということで設定

をしてございます。確かに新しいコースを追

加してほしいという要望も出てきております。

また、バス停を新たに増設してほしいという

ような要望もいただいておることはいただい

ておりますが、何分、財政も厳しい中で、一

例を申し上げますと東ルートを運行経費なり、

距離等で単純に計算をいたしますと、一人当

たりの経費が東ルートで2,200円、2,300円近

くかかっておるというのも現状でございます

ので、非常にご答弁を申し上げにくいんです

が、将来の判断材料とさせていただいて、判

断させていただきたいと。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）なかなか難しいという

ことなんですが、土曜、日曜の運行に約1,000

万円かかるというふうに言われたんですが、

なぜ、こんなにかかるのかなと不思議に思う

んですが、なかなかちょっともっとほかのと

ころも調べて再度挑戦したいなというふうに

思います。 

 今、２台３コースということで、私が住ん

でいます紀見北中学校地域が紀見北公民館も

含めて運行をしていないわけです。南海りん

かんバスがあるということなんですけれども、

私が住んでいる光陽台では、確かに紀見峠の

駅もありますし、国道を渡ったらバス停もあ

るんですけれども、紀見峠の駅に行くのには

かなり急な坂道をのぼったりおりたりしない

といけませんし、バス停に行くにしても、長

い歩道橋、まだトンネルが通っていないんで

すけど、歩道橋だけ先につきましたので、か

なり長い歩道橋を渡っていかないといけませ

ん。足腰が弱いというか、バスを使いたいと

思っている方にとっては、どちらに行くにし

てもかなり大きな負担になっています。光陽

台の中で署名とかいろいろ集めてもらっても、

やっぱりコミュニティバスが早く来てほしい

という声が強くありますし、いつになったら

走るのかという声をあるんです。南海りんか

んバスのバス停もないことですし、将来的と

いっても早く見直しをしてもらいたいんです

けれど、光陽台を含め紀見北の地域について

も運行の検討の対象にしていただきたいと思

うんですけど、いかがでしょうか。 

 ただ、現在運行しておりますルートにつき

ましては、議員ご指摘のようにより一層の利

便性に努めてまいりたいと、利用しやすい形

の部分的なルート変更なりバス停の位置の変

更等も今後のコミュニティバス検討委員会の

中で議論をさせていただきたいというふうに

には思いますので、よろしくご理解のほどお

願い申し上げます。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）要望はあるけれども、

なかなかすぐにはということなんですけれど

も、もう一つ、先ほどこのコミュニティバス

の意義で、高齢者の外出支援といいますか、

そういうことも言われたと思うんです。実際

に今までは車を運転していたけれど、高齢に

なってきて、車を廃車したと。そうしますと、

今までは、やっちょん広場でもあちこち自分

でも行ったけれども、車がなくなったら、家

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）先ほどもご答弁さ

せていただいたんですけれども、当分の間は

バス２台の３コースでご理解を賜りたいと思

います。 
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から出ることが少なくなったと実際の市民の

方の声なんかもあります。やっぱり高齢者の

方も自分の足でいろんなところに行けて、ま

たいろんな講習とか講演とかにも参加できる

ような、生き生きと高齢者が暮らしていける

ようなまちづくりという、これは介護予防に

もつながっていくと思うんですけれども、そ

ういうまちづくりというのもやはり大事では

ないかなというふうに思うんです。 

 ということなんですけれども、いつぐらい

をめどにというか、この見直しをされるのか、

将来的なことも含めて市長さん、ぜひ政策を

お願いします。 

○議長（中上良隆君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）２番 阪本議員の質問

にお答えをしてまいりたいと思います。 

 本当にこのコミュニティバスの役割という

んですか、これは市民の足として、やはり高

齢化時代に向けて重要であるということは百

も千も承知してございます。しかし、伴うも

のも要るわけでございますし、今後いつ頃の

見通しかということはまだ定かには言えませ

んけれども、実はやはりそういう高齢の皆さ

んの保健福祉を充実していくという保健福祉

センターなるものの建設、これは合併協議の

中でも一番にうたわれておるわけであります。

普通だったらもっと早く立ち上げないかんと

思いますけれども、時節柄なかなか見通しが

立ちにくいのが事実でございますけれども、

そうしておってほうっておくわけにもいきま

せん。やはりそれに実現に向けてできるだけ

早い時期にそういう保健福祉センター、仮称

ですが、そういうものを建てて、長寿高齢の

皆さんは、毎日、朝お握りを持って、そこへ

毎日寄っていただくと、そのバスを利用して、

そして夕方また家へ帰っていただくと、そう

いう快適な目標を私として持っておるわけで

ございますので、その時期に抜本的に改革を

できればしていきたいと、そういう考えでご

ざいますので、いつかわかりませんけども、

よろしくひとつお願いしたいと思います。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）「いつかわかりません」

と言われるとつらいものがあるんですけど、

できるだけ早い見直し検討をお願いします。 

 それと同時に、今は高齢者の方のこととか

が中心にはなっているんですけれども、前々

から出ている河南地域の学童保育の遠距離通

学というか、学童保育に行くのにタクシーを

使われている問題だとか、また通園通学も含

めてバスが使えるようになれば、もっと住み

やすいまちになるのではないかなというふう

に思いますので、またそのことも含めて検討

をぜひよろしくお願いいたします。 

 ２番目に幼保一元化５カ年計画についてに

移ります。 

 まず最初に①番です。先ほど公営から民営

に引き継ぐときに、注意をすればといいます

か、影響はないというか、大丈夫だという答

弁に受けとめたんですけれども、子どもたち

にとっては、統廃合一つだけでも、また規模

が大きくなるわけですから負担になると思い

ますし、幼保一元化で短時間児と長時間児が

あるという今までと違うことが始まる、この

こと一つだけでも大きな違いになります。ま

た、公設公営から民営になるということで、

保育士さんがかわる、これだけでも大きな負

担になる。そのことが、三つ同時に進めてい

く計画であるということで、この幼保一元化

５カ年計画そのものが、子どもたちの立場に

立ってつくられたものではないということが

言えるのではないかなというふうに思うんで

す。その辺の認識の違いを残念に思います。 

 ２番目に、幼保一元化を今まで長い間検討

してきた結果出してきたものだというふうに
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言われました。だけども、保育園と幼稚園、

今まで二つあった中で、それぞれ確かに幼稚

園は幼稚園教育要領、保育園は保育所保育指

針に基づいて保育が行われているわけですけ

れども、また保育所のほうは幼稚園のがもと

になってつくられているので、目標といいま

すか、獲得すべきものは同じであるというふ

うに理解しています。でも、幼稚園は概ね４

時間、また夏休みの長い時間がある中で、な

おかつ幼稚園の場合は、園児が帰った後、先

生方は次の日の準備であるとか、研修である

とか、そういう時間が保障された中で、まあ

いえば濃密な子どもとの関係の中で保育が行

われている。 

 保育園の場合は、概ね１日８時間。それで

夏休み、冬休みもなく、毎日の保育の中で、

先生方、保育士たちの意識的な話しかけとか、

働きかけによって保育が行われてきている。

この積み重ねの違いといいますか、時間的な

違いというものは、ものすごく大きなものが

あると思うんです。それが、先ほどの教育長

の答弁では、午前中は幼稚園教育要領、午後

は保育所保育指針で行いますという答弁でし

た。１日の働きかけの全然違うやり方をずっ

としてきたものを、一つにまとめて、なおか

つ午前中と午後と、こういうふうに答弁され

ること自体が、この幼保一元化のどういう形

をすれば、一番子どもたちにとってプラスに

なる幼保一元化になるのかという検討が行わ

れてきていないのではないかなというふうに

思うんです。実際に、現場の先生方、幼稚園

の先生、保育園の先生方の意見を聞いて幼保

一元化というものが出されてきたのかどうか

ということをお尋ねします。 

○議長（中上良隆君）教育長。 

○教育長（森本國昭君）午前中の富岡議員に

対する答弁が少し間違って聞こえているよう

に思いますので、言い方がまずかったと思い

ます。 

 保育園といいますのは、養護と教育が一体

となって、豊かな人間性を持った子どもを育

成すると、そういうことになっております。

午前中は幼稚園児も対象に一斉に行うわけで

すが、午前中はそういう養護と教育が一体と

なって、豊かな人間性を持った子どもを育成

すると、そういう視点を持って保育すること

によりまして、より一人ひとりをよく見つめ

たきめ細かな保育ができるのではないかと。

幼稚園教育プラスそういう保護、養護という

のですか、それがさらに重なって展開するこ

とができることで、子どもにとってプラスに

なるのではないかと、そういうふうなことを

思っておりますので、午前中は幼稚園教育だ

け、午後は保育園だけ、そういう言い方では

ございませんので、養護、保護するというこ

ともさらにつけ加えられるんではないかとそ

ういうふうに考えております。訂正しておわ

び申し上げます。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）またちょっと言ってい

ることが違うんです。済みません。 

 例えば、この橋本市のこども園の場合は、

ゼロ歳から３歳児までは保育園児だけです。

４歳と５歳は保育園児と幼稚園児が一つの部

屋というか教室の中で１人の先生ではないか

なと思うんですけれども、この辺がまだはっ

きりとどういうふうにされるのか明らかでな

いので、私の勝手な思い込みかもしれません

が、１人の先生が４歳児、５歳児については

担任を持たれると。同じ一つの教室の中に短

時間の子どもたちと長時間の子どもたちがい

る。やはり１年間を通しても、保育というの

は積み重ねで最後に、１日１日も大事ですけ

れども、積み重ねの上に立って目標を達成し

ていくというふうに思うんです。そう考えた

ときに、一つの教室で短時間と長時間の子が
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一緒になるということは、積み重ねの蓄積が

違う子どもたちを、１人の先生が全部まとめ

てというか担任を持たないといけない。 

 その中で、私が思うには、例えば夏休み、

暑い夏ですから、水遊びというのがかなり行

われると思うんです。保育園児の場合は、毎

日でも水遊びができるけれども、幼稚園児の

場合は、夏休みで保障されない。保育園、幼

稚園の場合は、別にスイミングスクールでは

ないので、水に親しむとかそういうことが目

標になるのではないかなとは思うんですけれ

ども、この夏休みの１カ月間の蓄積の違いと

いうのは、かなり大きなものになるのではな

いかなと思うんです。 

 今のは一つの例なんですけれども、こうい

う違いがある子どもたちを１人の先生が見な

ければならない。この辺で先ほども言いまし

たけれども、実際に保育にあたられている先

生方の意見を聞いて、この幼保一元化という

ものを検討されてきたのかどうか、お尋ねし

ます。 

○議長（中上良隆君）教育長。 

○教育長（森本國昭君）これも富岡議員のと

きに言わせていただきましたが、配慮する点

がいろいろあると思います。やはり指導者と

して、そういう点いろいろなことについて、

子どものことを中心にして十分に配慮してい

く。当然いろいろなことがあると思うんです。

それが小学校であれ、中学校でもあると。同

じことでございますので、プロの指導者とし

て、やはりいろいろな点について配慮する点

があろうかと思いますので、そういう点は考

えていただきたいとそういうふうに思ってお

ります。 

○議長（中上良隆君）幼保一元化担当参事。 

○幼保一元化担当参事（前田彦尚君）まず、

幼稚園、保育園が一緒になった施設でござい

ます。阪本議員が言われるように短時間児、

長時間児、４歳、５歳については合同保育を

いたします。本来、保育所というのは三つの

機能を持っています。一つは「養育」、養うと

いう意味です。「保護」、これは子どもを安全

に守るという意味です。そして「教育」とい

う三つの役割がございます。それで「養育」

養う、「保護」安全に子どもを守ると、これを

「養護」と呼んでおるわけですけれども、保

育園には三つの機能がございます。幼稚園は

教育をするところということで、教育の部分

だけ言っております。 

 したがいまして、「養護」養う、安全に子ど

もを守るというのは、これは幼稚園の子は家

庭でやっております。今度は一元化になりま

すと、午前中は教育の部分、これは短時間児

も長時間児も一緒に教育をいたします。短時

間児が帰りますと、長時間児が残るわけです

けれども、その部分については、保育園につ

いては養護、要するに養う、保護するという

意味の家庭的な部分を長時間児はそこでこど

も園で過ごしてもらうと、こういう考え方に

なります。 

 そうなってきますと、先生が言われており

ます教育の積み重ねとか、教育・保育内容の

違いが、積み重ねによって差が出るようにな

るのではないかというふうになりますけれど

も、そうではなくて、教育・保育の部分につ

いては、合同保育をいたしまして、養護、子

どもを安全に守る、養う、食事とかおやつの

部分ですけれども、そういうものについては、

長時間児については保育所で過ごしていただ

くと、こういうことになりますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）今ので、一つ具体的に

お尋ねするんですけれども、そうしますと４

歳、５歳については、担任の先生は２人体制

になるということでしょうか。４歳、５歳に
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ついて、一つのクラスについて２人体制の担

任になるということでしょうか。教育という

部分についていえば、幼稚園の場合は、園児

が帰った後で、次の日の準備をする時間が保

障されているわけです。保育、保護、養育と

いうことでは１日通してということになるん

ですけど、教育の部分を共通してということ

になりましたら、幼稚園を残すということに

なれば、それだけ研修する時間を保障すると

いうことが必要になると思うんです。２人体

制の担任になるんですか。 

○２番（阪本久代君）今のお答えでだいたい

保育所であるということであるというふうに

理解いたします。 

 先ほど３番議員も今度の幼保一元化５カ年

計画は幼稚園をなくす計画であるというふう

に言ったわけですけれども、中身の点からい

っても、確かに保育園も幼稚園教育はするわ

けです。実質的には幼稚園と同じことをする

けれども、中身は保育園であるということが

わかりました。 

 先ほどから何度も聞いているんですが、現

場の実際に保育所で保育されている先生方、

幼稚園で教育されている先生方の意見を聞か

れたのかどうかということをお尋ねしている

んですけども、このことについて答弁をお願

いいたします。 

○議長（中上良隆君）幼保一元化担当参事。 

○幼保一元化担当参事（前田彦尚君）４歳、

５歳の配置基準につきましては、一応30対１

ということで、30人の子どもに対して１人の

先生という形になります。職員の資格につき

ましては、両方、保育士と幼稚園教諭、やっ

ぱり両方持っている人を考えております。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）ちょっと今の

質問に答える前に、阪本議員から幼稚園をな

くすという理解をされているというふうに今、

伺ったんですけれども、そういうことではな

くて、保育の内容につきましては、幼稚園と

いう言葉はなくなりますけれども、短時間児

については幼稚園教育要領に基づく幼児教育

及び保育を行います。保育所は保育所指針に

基づきますけれども、これら両方二つの要領

と指針、名前を挙げさせていただきますけれ

ども、両者ともに子どもの発達に必要な項目、

そのねらいと内容につきましては、保育所保

育指針に養護機能が付加されている点に特徴

がありますけれども、幼稚園教育要領との整

合性については考慮されております。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）資格があるかないかで

はないんです。研修の時間が保障されるかど

うかということをお尋ねしているんです。 

○議長（中上良隆君）幼保一元化担当参事。 

○幼保一元化担当参事（前田彦尚君）短時間

児は給食を食べて帰ることになります。長時

間児は残るわけですけれども、保護者が迎え

にくる時間帯というのは一定してません。

徐々にずっと迎えにくるわけですけれども、

ある程度、クラスが二つ、４歳児が２クラス、

あるいは５歳児も２クラスもございまして、

いろんな形で創意工夫して研修する時間、あ

るいは明日の教材研究、それはする時間は十

分にとれますし、それは本人の熱意といいま

すか、保育士のやる気次第も大いに関係して

くるところだと思います。時間については十

分保障していけると思っております。 

 特に、平成12年４月なんですけれども、両

方の改定が行われまして、生きる力の基礎を

培うことや、道徳性の芽生えを培うなどの視

点をともに重視して盛り込むなど、両者の整

合性がさらに図られたところであります。加

えて、幼稚園で長時間の預かり保育が実施さ○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 
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れる場合については、保育所と同様の保育機

能が必要とされるというようなことも盛り込

まれておりまして、そういう教育要領、保育

指針に基づいた合同活動、合同保育を行うと

いうことですので、決して幼稚園がなくなる

ということにはなりませんので、ご理解いた

だきたいと思います。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。再度、

指摘してください。 

○２番（阪本久代君）はい。幼保一元化とい

うことに関して、現場の先生方の意見を聞い

て練り上げてこられたのかどうかということ

をお尋ねしています。 

○議長（中上良隆君）幼保一元化担当参事。 

○幼保一元化担当参事（前田彦尚君）計画の

段階にあたりましては、過去の論議とかの積

み重ねを踏まえまして計画を策定しておりま

す。現場の先生の意見を直接聞くとかそうい

うことは行わずに計画を立てさせていただき

ました。現場の先生の意見につきましては、

これからでもまだまだ聞けますし、既にそう

いうことでございます。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）現場の先生方が幼稚園

と保育園の違いということは一番認識されて

いると思うんです。幼保一元化を反対してい

るわけではないんです。ただ、橋本市で一番

いい幼保一元化のモデルをつくるためには、

やはり現場の先生の声をもとにどういう形に

つくり上げていくのかというのを真っ先にす

るべきだと思うんです。そうではなくてとい

うとこら辺にすごく今度の計画は問題がある

と思います。 

 それと、私が心配しているのが短時間児、

長時間児があるということで、短時間児につ

いても長時間児でも、どちらもマイナスにな

らないように、不利益をこうむらないような

形での幼保一元化をつくっていっていただき

たいというのが要望なんです。 

 ただ、今回、指定管理者制度をとるという

ことで、この辺をどういう幼保一元化にする

かというとこら辺では、指定管理者が決まっ

てからそこと一緒にカリキュラムを組んでい

くというふうに昨日もおっしゃっていました。

それは逆ではないかなというふうに思うんで

す。橋本市として、こういう幼保一元化にし

てほしいということをまずつくって、それの

条件に合う指定管理者を公募する。これが普

通いい形だと思うんですけれども、ただそう

いうのをなしに、プロポーザル方式にすると

いうことなんですけれども、もとになるもの

がなかったら、いろんな企画が出てきても、

どこの企画がいいかという判断ができないの

ではないかなというふうに思うんです。 

 ３番に移っていますが、企画提案方式をと

るということで、どういうふうな企画が出て

くるというふうに想定されているんですか。 

○議長（中上良隆君）幼保一元化担当参事。 

○幼保一元化担当参事（前田彦尚君）保育の

内容、おたくの法人はどういう理念でどうい

う保育を実践しておりますかと。それから子

育て支援、おたくの法人はどういう子育て支

援を考えておりますかと、ほかにも財政的な

問題とかいろいろあるわけですけれど、主に

その内容につきましては、保育の内容、どう

いう理念で保育をやってきたか、それと子育

て支援事業についてはどういうふうに考えて

おるかと、こういう２点が主な点でございま

す。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）わかりました。例えば

ムーミン谷こども園であるとか、民間の幼稚

園では、普通の英語教室だとか体操教室だと

か、いろいろなものをレッスン料を取って、

希望者に行うとかいうことが一般的に行われ

ています。民間と公立との違いの一つでもあ
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ると思うし、またそういうところに魅力を感

じられる保護者の方もあると思うんですが、

こういういろいろな英語だとか体育だとか、

そういうことは想定されていないということ

ですね。 

○議長（中上良隆君）幼保一元化担当参事。 

○幼保一元化担当参事（前田彦尚君）保護者

の意見を聞きながらと考えておりますので、

いろんな保護者の意見がございます。しかし

ながら、やはり公設民営というところで条例

も制定させていただきますし、また、規則も

ございます。ある程度の公の部分というもの

を反映もしながら、あるいはそれ以外のとこ

ろについては、こういう民の特色も出してい

ただきたいということを考えております。し

たがいまして、お金、各種オプションとかの

負担はできるだけ少ないように考えてござい

ます。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）先ほど部長の答弁の中

で、これから来年、再来年とこども園が増え

ていくという話があったですけれども、指定

管理者を全国公募するということなんですが、

認定こども園自体がまだ新しい制度ですね。

今年の４月から始まったばかりで、その中で

先ほどから私が言っていた幼保一元化、この

ことについても、それぞれの園で工夫もされ、

研究もされていると思います。ただ、この全

国公募したからといって、まだ経験をしてい

るところが少ない状況の中で、本当にまだ希

望する法人が決まるかどうかということは、

すごく難しいと思うんです。 

 それはそれでそういうことなんですが、そ

れとこの指定管理者制度というのは、今度の

条例でも５年というふうに一応期間が定めら

れています。民営化すれば経費が節減できる、

また、いろんな特色ある保育ができるという

ふうに説明されるんですけれども、また５年

たったときに、同じ法人が指定されるかどう

かという保証がないわけです、この指定管理

者制度の場合。そうなってくると、今の橋本

市の公立保育園でも正職員の方は少なくて、

臨時、嘱託の先生が多い中で、この指定管理

を受けた法人も５年後はわからないとなれば、

まあ言えばすぐに解雇できる１年契約とかパ

ートタイムの保育者を採用していくことにな

りはしないかと心配なんです。 

 保育というのは、やっぱり安定性も大事で

すし、継続性、専門性というものが大事にな

る職種ですから、この指定管理者制度という

ものが保育というものにふさわしいかどうか

というのは、すごく疑問なんです。言うたら、

ふさわしくないというふうに思います。この

辺で本当に指定管理者制度を採用することが、

橋本市の子どもたちのこれからの将来の発達

にとって、いいと言い切れるのかどうかお尋

ねします。 

○議長（中上良隆君）幼保一元化担当参事。 

○幼保一元化担当参事（前田彦尚君）こども

園の指定管理の問題ですけれども、一応期限

は５年となっております。５年の中で、やっ

ぱり評価を行います。それで、その評価を行

った中で、次はどうするかという判断になる

わけですけれども、その時点で延長、あるい

はもう切るという判断をしていかなければな

らないわけですけれども、それはもう法人の

努力次第で、いい保育いい内容であれば、あ

るいは評価が良ければ延長ということは、そ

れはもう十分に考えられるわけでございます。 

 それから、そういう制度自体がなじまない

というか、保育者はやっぱりいい保育をしよ

うと思うと、５年という期間よりもやっぱり

安定して保育したいというのはわかりますけ

れども、今の民への流れの中で、これは制度

として一つの指定管理者制度がございますの
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で、やっていかなければならないというふう

に思っております。ご理解のほどよろしくお

願いしたいと思います。 

○議長（中上良隆君）２番 阪本君。50分ま

でです。 

○２番（阪本久代君）官から民への流れの中

で指定管理者制度をやっていかなければなら

ない。やっていくところもあるとは思います

が、やっていかなければならないことはない

と思うんです。実際第２次計画では公設公営

も考えるというふうにおっしゃっている、計

画の中にも入っているわけですから、やっぱ

り何がこの子育て、子どもたちにとっていい

のかということを基準に考えることが大事じ

ゃないかなというふうに思います。 

 それと一つ紹介をしておきますと、和歌山

県では、今年の４月からこども園をされてい

るところはないんですけども、一応来年の４

月の予定で美浜町があります。ここも二つの

幼稚園と二つの保育園を一つに統廃合してこ

ども園にされるところですけども、幼保連携

型で公設公営で行われることになっています。

なかなかこれから来年、再来年とこども園を

選択されるところが増えてくるとは思うんで

すが、やっぱり統廃合、幼保一元化、民営化

というこの三つをセットにしていくというと

ころは、そんなに多くはないのではないかな

というふうに思います。まだ今年は１年目と

いうことで、全体でも94しかありませんし、

まだまだ言うてみれば、再来年でもなくても、

もっと時間をかけてほかのところを研究して

からこども園を始めてもいいのではないかな

と思います。 

 そういうことも含めて今の幼保一元化５カ

年計画の見直しということを求めていきたい

というふうに思います。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）これをもって２番 阪

本君の一般質問は終わりました。 

 この際、２時まで休憩いたします。 

（午後１時48分 休憩） 
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